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第
三
節

履
修
証
明
書
が
交
付
さ
れ
る
特
別
の
課
程

第
百
六
十
四
条

大
学
（
大
学
院
及
び
短
期
大
学
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
学
校
教
育
法
第
百

五
条
に
規
定
す
る
特
別
の
課
程
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
の
課
程
」
と
い
う
。）の
編
成
に
当
た
つ
て
は
、

当
該
大
学
の
開
設
す
る
講
習
若
し
く
は
授
業
科
目
又
は
こ
れ
ら
の
一
部
に
よ
り
体
系
的
に
編
成
す
る
も
の
と
す

る
。

２

特
別
の
課
程
の
総
時
間
数
は
、
百
二
十
時
間
以
上
と
す
る
。

３

特
別
の
課
程
の
履
修
資
格
は
、
大
学
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
資
格
を
有
す
る
者
は
、

学
校
教
育
法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

特
別
の
課
程
に
お
け
る
講
習
又
は
授
業
の
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
、
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
、
大
学
院
設

置
基
準
、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
、
短
期
大
学
設
置
基
準
及
び
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

５

大
学
は
、
特
別
の
課
程
の
編
成
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
特
別
の
課
程
の
名
称
、
目
的
、
総
時
間
数
、履
修
資
格
、

定
員
、
内
容
、
講
習
又
は
授
業
の
方
法
、
修
了
要
件
そ
の
他
当
該
大
学
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
公

表
す
る
も
の
と
す
る
。

６

大
学
は
、
学
校
教
育
法
第
百
五
条
に
規
定
す
る
証
明
書
（
次
項
に
お
い
て
「
履
修
証
明
書
」
と
い
う
。）に
、
特

別
の
課
程
の
名
称
、
内
容
の
概
要
、
総
時
間
数
そ
の
他
当
該
大
学
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。

７

大
学
は
、
特
別
の
課
程
の
編
成
及
び
当
該
特
別
の
課
程
の
実
施
状
況
の
評
価
並
び
に
履
修
証
明
書
の
交
付
を
行

う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
第
一
節
中
第
六
十
六
条
の
二
を
第
百
四
十
三
条
と
し
、
第
六
十
六
条
を
第
百
四
十
二
条
と
す
る
。

第
五
章
を
第
九
章
と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
十
四
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

３

特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
に
お
い
て
は
、
一
学
級
当
た
り
教
諭
等
を
二
人
置
く
こ
と
を
基
準
と
す
る
。

４

視
覚
障
害
者
で
あ
る
生
徒
及
び
聴
覚
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に

お
い
て
は
、
自
立
教
科
（
理
療
、
理
学
療
法
、
理
容
そ
の
他
の
職
業
に
つ
い
て
の
知
識
技
能
の
修
得
に
関
す
る
教

科
を
い
う
。）を
担
任
す
る
た
め
、
必
要
な
数
の
教
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
上
支
障
が
な
い
と
き
は
、
校
長
、
副
校
長
若

し
く
は
教
頭
が
教
諭
等
を
兼
ね
、
又
は
助
教
諭
若
し
く
は
講
師
を
も
つ
て
教
諭
等
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
二
十
三
条

寄
宿
舎
指
導
員
の
数
は
、
寄
宿
舎
に
寄
宿
す
る
児
童
等
の
数
を
六
で
除
し
て
得
た
数
以
上
を
標
準

と
す
る
。

第
百
二
十
四
条

寄
宿
舎
を
設
け
る
特
別
支
援
学
校
に
は
、
寮
務
主
任
及
び
舎
監
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
項
に
規
定
す
る
寮
務
主
任
の
担
当
す
る
寮
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置

く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
寮
務
主
任
を
、
第
五
項
に
規
定
す
る
舎
監
の
担
当
す
る
寮
務
を
整
理

す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
と
き
は
舎
監
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

寮
務
主
任
及
び
舎
監
は
、
指
導
教
諭
又
は
教
諭
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

４

寮
務
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
寮
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
及
び
指
導
、助
言
に
当
た
る
。

５

舎
監
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
寄
宿
舎
の
管
理
及
び
寄
宿
舎
に
お
け
る
児
童
等
の
教
育
に
当
た
る
。

第
百
二
十
五
条

特
別
支
援
学
校
に
は
、
各
部
に
主
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
事
は
、
そ
の
部
に
属
す
る
教
諭
等
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。
校
長
の
監
督
を
受
け
、
部
に
関
す
る
校
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
二
十
六
条

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
教
育
課
程
は
、
国
語
、
社
会
、
算
数
、
理
科
、
生
活
、
音
楽
、
図
画

工
作
、
家
庭
及
び
体
育
の
各
教
科
（
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
を
教
育
す
る
場
合
は
生
活
、
国
語
、
算
数
、音
楽
、

図
画
工
作
及
び
体
育
の
各
教
科
と
す
る
。）、
道
徳
、
特
別
活
動
、
自
立
活
動
並
び
に
総
合
的
な
学
習
の
時
間
（
知

的
障
害
者
で
あ
る
児
童
を
教
育
す
る
場
合
を
除
く
。）に
よ
つ
て
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
二
十
七
条

特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
の
教
育
課
程
は
、
必
修
教
科
、
選
択
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
、
自
立

活
動
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
よ
つ
て
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

必
修
教
科
は
、
国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、
音
楽
、
美
術
、
保
健
体
育
、
技
術
・
家
庭
及
び
外
国
語
（
次
項

に
お
い
て
「
国
語
等
」
と
い
う
。）の
各
教
科
（
知
的
障
害
者
で
あ
る
生
徒
を
教
育
す
る
場
合
は
国
語
、
社
会
、
数

学
、
理
科
、
音
楽
、
美
術
、
保
健
体
育
及
び
職
業
・
家
庭
の
各
教
科
と
す
る
。）と
す
る
。

３

選
択
教
科
は
、
国
語
等
の
各
教
科
（
知
的
障
害
者
で
あ
る
生
徒
を
教
育
す
る
場
合
は
外
国
語
と
す
る
。）及
び
第

百
二
十
九
条
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
校
小
学
部
・
中
学
部
学
習
指
導
要
領
で
定
め
る
そ
の
他
特
に
必
要
な
教
科

と
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
か
ら
、
地
域
及
び
学
校
の
実
態
並
び
に
生
徒
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
設
け
る

も
の
と
す
る
。

第
百
二
十
八
条

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
教
育
課
程
は
、
別
表
第
三
及
び
別
表
第
五
に
定
め
る
各
教
科
に
属
す

る
科
目
（
知
的
障
害
者
で
あ
る
生
徒
を
教
育
す
る
場
合
は
国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、
音
楽
、
美
術
、
保
健
体

育
、
職
業
、
家
庭
、
外
国
語
、
情
報
、
家
政
、
農
業
、
工
業
及
び
流
通
・
サ
ー
ビ
ス
の
各
教
科
並
び
に
第
百
二
十

九
条
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
校
高
等
部
学
習
指
導
要
領
で
定
め
る
こ
れ
ら
以
外
の
教
科
と
す
る
。）、
特
別
活
動

（
知
的
障
害
者
で
あ
る
生
徒
を
教
育
す
る
場
合
は
、
道
徳
及
び
特
別
活
動
と
す
る
。）、
自
立
活
動
及
び
総
合
的
な

学
習
の
時
間
に
よ
つ
て
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
二
十
九
条

特
別
支
援
学
校
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
課
程
の
基
準

と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
公
示
す
る
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部
教
育
要
領
、
特
別
支
援
学
校
小
学
部
・
中
学
部

学
習
指
導
要
領
及
び
特
別
支
援
学
校
高
等
部
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
八
章

特
別
支
援
教
育

第
百
十
八
条

特
別
支
援
学
校
の
設
置
基
準
及
び
特
別
支
援
学
級
の
設
備
編
制
は
、
こ
の
章
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
別
に
定
め
る
。

第
百
十
九
条

特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
は
、
学
校
教
育
法
第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
教
育
の
う
ち
当

該
特
別
支
援
学
校
が
行
う
も
の
を
学
則
そ
の
他
の
設
置
者
の
定
め
る
規
則
（
次
項
に
お
い
て「
学
則
等
」と
い
う
。）

で
定
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
保
護
者
等
に
対
し
て
積
極
的
に
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
学
則
等
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
特
別
支
援
学
校
の
施
設
及
び
設
備
等
の
状
況
並
び
に
当
該
特

別
支
援
学
校
の
所
在
す
る
地
域
に
お
け
る
障
害
の
あ
る
児
童
等
の
状
況
に
つ
い
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
条

特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
に
お
い
て
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
又
は
教
諭
（
以
下
「
教
諭
等
」
と
い

う
。）一
人
の
保
育
す
る
幼
児
数
は
、
八
人
以
下
を
標
準
と
す
る
。

２

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
の
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
は
、
法
令
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場

合
を
除
き
、
視
覚
障
害
者
又
は
聴
覚
障
害
者
で
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
学
級
に
あ
つ
て
は
十

人
以
下
を
、
知
的
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
（
身
体
虚
弱
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）で
あ
る
児
童
又

は
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
学
級
に
あ
つ
て
は
十
五
人
以
下
を
標
準
と
し
、
高
等
部
の
同
時
に
授
業
を
受
け
る

一
学
級
の
生
徒
数
は
、
十
五
人
以
下
を
標
準
と
す
る
。

第
百
二
十
一
条

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
、
中
学
部
又
は
高
等
部
の
学
級
は
、
同
学
年
の
児
童
又
は
生
徒
で
編
制

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
数
学
年
の
児
童
又
は
生
徒
を
一
学
級
に

編
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
に
お
け
る
保
育
は
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
視
覚
障
害
者
、
聴
覚

障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
及
び
病
弱
者
の
別
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
、
中
学
部
又
は
高
等
部
の
学
級
は
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
視
覚

障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
の
別
ご
と
に
編
制
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
二
十
二
条

特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
に
お
い
て
は
、
同
時
に
保
育
さ
れ
る
幼
児
数
八
人
に
つ
き
教
諭
等
を
一

人
置
く
こ
と
を
基
準
と
す
る
。

２

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
お
い
て
は
、
校
長
の
ほ
か
、
一
学
級
当
た
り
教
諭
等
を
一
人
以
上
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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